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【手続補正書】
【提出日】平成30年8月27日(2018.8.27)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の収音部により収音された音響信号に基づいて特定の方向に対応する音響信号であ
る方向音信号を取得する取得手段であって、複数の異なる周波数帯域それぞれについて１
以上の方向に対応する１以上の方向音信号を取得する取得手段と、
　前記取得手段により取得される第１の数の方向音信号であって第１周波数帯域に対応す
る前記第１の数の方向音信号と、前記取得手段により取得される前記第１の数とは異なる
第２の数の方向音信号であって前記第１周波数帯域とは異なる第２周波数帯域に対応する
前記第２の数の方向音信号とを用いて、再生用の音響信号を生成する生成手段とを有する
ことを特徴とする信号処理装置。
【請求項２】
　前記取得手段は、前記複数の収音部により収音された音響信号に対して特定の方向に対
応する指向性形成フィルタを適用することで、当該特定の方向に対応する方向音信号を取
得することを特徴とする請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項３】
　前記複数の収音部は、それぞれ異なる方向に指向性を有する複数の指向性マイクロホン
であり、
　前記取得手段は、前記複数の指向性マイクロホンのうち特定の方向に指向性を有する指
向性マイクロホンにより収音された音響信号を、当該特定の方向に対応する方向音信号と
して取得することを特徴とする請求項１に記載の信号処理装置。
【請求項４】
　前記第１周波数帯域に含まれる周波数は前記第２周波数帯域に含まれる周波数よりも高
く、
　前記第１の数は前記第２の数よりも大きく、
　前記第１の数の方向音信号はそれぞれ異なる方向に対応することを特徴とする請求項１
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乃至３のいずれか１項に記載の信号処理装置。
【請求項５】
　前記生成手段により用いられる同一の周波数帯域に対応する複数の方向音信号に対応す
るビームパターンを合成した合成ビームパターンの凹み量が閾値以下となるように、前記
生成手段により用いられる方向音信号の数を決定する決定手段を有することを特徴とする
請求項１乃至４のいずれか１項に記載の信号処理装置。
【請求項６】
　前記生成手段により用いられる同一の周波数帯域に対応する複数の方向音信号に対応す
るビームパターンの重なり量が所定値以下となるように、前記生成手段により用いられる
方向音信号の数を決定する決定手段を有することを特徴とする請求項１乃至４のいずれか
１項に記載の信号処理装置。
【請求項７】
　前記決定手段は、前記複数の方向音信号に対応するビームパターンの特定の方向の値に
ついて、最大値とそれ以外の値との比が閾値以上となるように、前記生成手段により用い
られる方向音信号の数を決定することを特徴とする請求項６に記載の信号処理装置。
【請求項８】
　前記生成手段により生成された再生用の音響信号を再生する再生手段を更に有すること
を特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の信号処理装置。
【請求項９】
　前記生成手段は、前記第１の数の方向音信号及び前記第２の数の方向音信号に、各方向
音信号に対応する方向の頭部伝達関数を適用することで、前記再生用の音響信号を生成し
、
　前記再生手段は、前記生成手段により生成された再生用の音響信号をユーザの両耳近傍
で再生することを特徴とする請求項８に記載の信号処理装置。
【請求項１０】
　前記再生手段は、前記生成手段により生成された再生用の音響信号をユーザの周囲に配
置される複数のスピーカにより再生することを特徴とする請求項８に記載の信号処理装置
。
【請求項１１】
　前記第１の数及び前記第２の数は、頭部伝達関数の周波数別の方向感度に応じて決まる
ことを特徴とする請求項８乃至１０のいずれか１項に記載の信号処理装置。
【請求項１２】
　前記方向感度は、前記頭部伝達関数の両耳間レベル差の方向に応じた変化量であること
を特徴とする請求項１１に記載の信号処理装置。
【請求項１３】
　前記第１の数及び前記第２の数は、選択可能な指向方向数の中から、所定の指向方向数
との差が小さくなるように決定されることを特徴とする請求項１０に記載の信号処理装置
。
【請求項１４】
　前記選択可能な指向方向数は、前記複数のスピーカが再生可能な周波数帯域に応じて決
定されることを特徴とする請求項１３に記載の信号処理装置。
【請求項１５】
　複数の収音部により収音された音響信号に基づいて特定の方向に対応する音響信号であ
る方向音信号を取得する取得工程であって、複数の異なる周波数帯域それぞれについて１
以上の方向に対応する１以上の方向音信号を取得する取得工程と、
　前記取得工程において取得される第１の数の方向音信号であって第１周波数帯域に対応
する前記第１の数の方向音信号と、前記取得工程において取得される前記第１の数とは異
なる第２の数の方向音信号であって前記第１周波数帯域とは異なる第２周波数帯域に対応
する前記第２の数の方向音信号とを用いて、再生用の音響信号を生成する生成工程とを有
することを特徴とする信号処理方法。
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【請求項１６】
　前記第１周波数帯域に含まれる周波数は前記第２周波数帯域に含まれる周波数よりも高
く、
　前記第１の数は前記第２の数よりも大きく、
　前記第１の数の方向音信号はそれぞれ異なる方向に対応することを特徴とする請求項１
５に記載の信号処理方法。
【請求項１７】
　コンピュータを請求項１乃至１４のいずれか１項に記載の信号処理装置が有する各手段
として機能させるためのプログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
　本発明の一側面によれば、複数の収音部により収音された音響信号に基づいて特定の方
向に対応する音響信号である方向音信号を取得する取得手段であって、複数の異なる周波
数帯域それぞれについて１以上の方向に対応する１以上の方向音信号を取得する取得手段
と、前記取得手段により取得される第１の数の方向音信号であって第１周波数帯域に対応
する前記第１の数の方向音信号と、前記取得手段により取得される前記第１の数とは異な
る第２の数の方向音信号であって前記第１周波数帯域とは異なる第２周波数帯域に対応す
る前記第２の数の方向音信号とを用いて、再生用の音響信号を生成する生成手段とを有す
ることを特徴とする信号処理装置が提供される。
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